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田
儀
桜
井
家
史
料
に
つ
い
て
の
紹
介
と
若
干
の
分
析

相
良

英
輔

一

「
宗
門
御
改
帳
」
関
係
史
料
に
つ
い
て

た
た
ら
関
係
の
「
宗
門
御
改
帳
」
関
係
史
料
は
、
主
に
山
内
者
あ
る
い
は
そ
の

家
族
の
居
住
地
の
移
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
山
内
者
の
家
族
の
実
態
も

わ
か
り
、
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
と
し
て
は
、
「
宗
門
人
別
帳
」
そ
の
も

の
以
外
に
、
移
動
す
る
本
人
の
旧
居
住
地
旦
那
寺
か
ら
新
居
住
地
旦
那
寺
に
宛
て

た
「
宗
門
放
証
文
」
や
、
新
居
住
地
の
鑪
主
あ
る
い
は
鍛
冶
屋
主
と
下
郡
が
旧
居

住
地
の
庄
屋
と
大
庄
屋
に
対
し
差
し
出
し
た
「
宗
門
返
証
文
」
、
新
居
住
地
の
鑪

主
あ
る
い
は
鍛
冶
屋
主
か
ら
旧
居
住
地
の
鑪
主
あ
る
い
は
鍛
冶
屋
主
へ
出
し
た

「
宗
門
請
取
証
文
」
、
旧
居
住
地
の
鑪
主
あ
る
い
は
鍛
冶
屋
主
、
あ
る
い
は
庄
屋

・
目
代
さ
ら
に
は
下
郡
か
ら
新
居
住
地
の
下
郡
へ
出
し
た
「
御
断
申
上
一
札
之
事
」

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
山
内
者
が
働
き
口
で
あ
る
鑪
場
や
鍛
冶
屋
を

変
え
て
居
住
地
を
移
動
す
る
と
き
や
山
内
者
が
養
子
を
と
っ
た
り
、
養
子
に
出
し

た
り
す
る
と
き
、
さ
ら
に
は
山
内
者
の
結
婚
に
お
け
る
相
手
の
嫁
入
り
の
と
き
、

あ
る
い
は
山
内
者
の
家
族
の
他
村
な
い
し
他
の
鑪
場
あ
る
い
は
鍛
冶
場
山
内
者
と

の
結
婚
の
た
め
、
山
内
を
出
て
行
く
時
な
ど
に
起
こ
る
山
内
の
人
口
増
減
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

鉄
山
労
働
者
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
は
、
広
島
藩
に
お
け
る
武
井
博
明
氏
の
研

究
が
あ
る
（
１
）

。
武
井
氏
は
広
島
藩
山
県
郡
加
計
村
佐
々
木
家
の
経
営
す
る
、
同

郡
戸
河
内
村
蔵
座
鑪
の
労
働
者
に
つ
い
て
、
「
元
禄
十
二
年
蔵
座
鑪
人
別
由
来
帳
」

を
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
史
料
の
分
析
か
ら
武
井
氏
は
、
中
国
地
方
山
間
部
に

お
け
る
小
農
経
営
の
一
般
的
成
立
期
と
い
わ
れ
る
延
宝
期
（
一
六
七
三
～
一
六
八

〇
）
を
中
心
と
し
た
時
期
に
、
「
鉄
山
労
働
者
が
専
業
化
す
る
」
と
い
う
。
そ
し

て
元
禄
・
享
保
期
（
一
六
八
八
～
一
七
三
五
）
の
鉄
山
労
働
者
に
お
い
て
は
、
「
か

な
り
の
部
分
が
農
村
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
る
」
と
断
じ
た
。

同
じ
く
広
島
藩
佐
々
木
家
の
史
料
を
分
析
し
て
い
る
山
崎
一
郎
氏
も
、
そ
れ
ま

で
村
方
に
居
住
し
、
農
業
に
も
従
事
す
る
存
在
で
あ
っ
た
者
（
特
に
、
村
下
・
大

工
等
の
高
級
技
術
者
）
が
、
一
七
世
紀
後
半
期
、
鉄
生
産
の
連
続
的
操
業
の
開
始

に
伴
い
、
労
働
者
の
専
業
化
・
「
山
内
」
へ
の
集
住
（
→
「
山
内
」
の
形
成
）
が

進
行
し
た
と
い
う
武
井
氏
の
説
を
容
認
し
な
が
ら
（
２
）
、
一
八
世
紀
以
降
の
近
世

鉄
山
業
へ
の
労
働
力
供
給
の
不
十
分
さ
→
鉄
山
労
働
力
の
不
足
を
背
景
と
し
た

「
鉄
山
経
営
者
間
で
の
労
働
者
争
奪
、
不
正
雇
用
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
と

と
も
に
、
経
営
者
間
に
事
態
の
克
服
の
た
め
の
協
定
締
結
の
動
き
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
協
定
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
て
」
い
る
。
そ
し

て
山
崎
氏
は
、
『
戸
河
内
町
史
』
の
中
で
、
「
鉄
山
労
働
者
の
な
か
に
は
、
代
々

山
内
に
住
ん
で
鉄
山
労
働
に
従
事
す
る
譜
代
の
も
の
た
ち
が
数
多
く
い
た
が
、
労

働
者
は
た
ん
に
山
内
の
み
で
再
生
産
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
村
方
か
ら
新

た
に
山
内
に
入
っ
て
鉄
山
労
働
者
と
し
て
働
く
人
た
ち
も
い
た
」
と
わ
か
り
や
す

く
説
い
て
い
る
。

た
だ
し
か
し
、
松
江
藩
に
お
い
て
山
内
が
一
八
世
紀
後
半
に
形
成
さ
れ
て
い
た

か
ど
う
か
は
ま
だ
判
然
と
し
な
い
。
比
較
的
古
い
史
料
と
し
て
、
上
阿
井
村
櫻
井

家
に
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
年
の
「
仁
多
郡
上
阿
井
村
鉄
方
鍛
冶
屋
者
亥
宗

門
御
改
目
録
」
の
控
え
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
内
の
男
女
別
、
宗
旨
別
人

口
で
あ
り
、
こ
の
年
山
内
全
人
口
は
二
〇
三
人
で
、
前
年
よ
り
三
人
増
加
し
て
い

る
。
宗
旨
別
を
み
る
と
、
上
阿
井
村
禅
宗
妙
楽
寺
五
人
、
同
村
真
宗
専
福
寺
一
八

八
人
、
同
村
了
端
寺
七
人
、
下
鴨
倉
村
光
善
寺
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

家
族
ご
と
の
「
宗
旨
人
別
帳
」
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
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か
ら
な
い
。
家
族
ご
と
の
宗
旨
、
人
口
構
成
が
わ
か
る
の
は
寛
政
六
年
（
一
七
九

四
）
の
上
阿
井
村
櫻
井
家
「
従
寺
方
宗
旨
証
拠
帳

三
冊
」
で
あ
る
（
４
）
。
ま
た
、

「
宗
門
放
状
」
な
ど
山
内
労
働
者
の
居
住
地
移
動
が
わ
か
る
史
料
は
、
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
以
降
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
勘
案
し

て
、
松
江
藩
内
に
お
け
る
山
内
の
形
成
と
人
口
移
動
は
広
島
藩
よ
り
か
な
り
後
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
「
御
断
申
上
一
札
之
事
」
は
、

山
内
労
働
者
の
居
住
地
移
動
に
伴
う
「
差
出
」
で
は
な
く
、
た
た
ら
経
営
者
の
移

動
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
飯
石
郡
吉
田
町
の
た
た
ら
経
営
者
で

あ
り
鍛
冶
屋
主
で
も
あ
る
長
右
衛
門
の
従
弟
、
か
六
（
五
五
歳
）
は
神
門
郡
奥
田

儀
村
の
た
た
ら
経
営
者
で
あ
り
、
鍛
冶
屋
主
で
も
あ
る
可
部
屋
の
名
跡
と
な
る
べ

く
願
い
出
て
お
り
、
願
い
が
か
な
っ
た
場
合
、
女
房
（
四
〇
歳
）
と
共
に
奥
田
儀

村
の
鉄
方
帳
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
「
御
断
申
上
一
札
之
事
」
で
あ
る
。
こ

の
「
か
六
」
に
つ
い
て
は
、
「
鉄
山
證
文
小
日
記
」
の
［
史
料

五
〇
］
に
出
て

く
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
か
六
は
「
吉
田
綿
屋
伴
頭
」
で
あ
っ
た
が
、
田
儀
桜
井

家
の
六
代
目
「
櫻
井
幸
左
衛
門
」
を
継
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
「
年
々
見
合
帳
」

か
ら
「
田
儀
桜
井
家
の
た
た
ら
製
鉄
の
歴
史
」
を
記
述
し
て
い
る
鳥
谷
智
文
氏
に

よ
る
と
（
５
）

、
幸
左
衛
門
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
、
五
一
歳
で
亡
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
史
料
の
安
永
八
年
の
と
き
五
五
歳
と
い
う
の
と
合
致
し
な
い
。
し
か

し
櫻
井
家
墓
地
に
あ
る
六
代
幸
左
衛
門
義
民
の
墓
塔
の
刻
銘
は
「
天
明
五
年
」
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
田
儀
桜
井
家
は
上
阿
井
村
櫻
井
家
と
縁
戚
で
は
あ
る
が
、
飯
石
郡

吉
田
町
の
田
部
家
と
も
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
田
儀
桜
井
家
が
経

営
し
て
い
た
広
瀬
領
畑
村
の
堂
ノ
原
た
た
ら
は
、
後
年
田
部
家
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。

い
ま
一
つ
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
か
六
の
宗
旨
が
飯
石
郡
吉
田
村
の
浄
土
真

宗
円
寿
寺
か
ら
神
門
郡
一
久
保
田
村
の
浄
土
宗
知
光
寺
へ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
真
宗
か
ら
他
宗
派
へ
の
変
更
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
円
寿
寺
は
田
部
家
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
田
部

家
は
円
寿
寺
の
最
有
力
檀
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
田
部
家
が
浄
土
宗
へ
の
変
更

を
あ
え
て
認
め
さ
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

二

宮
本
御
鉄
山
所
の
天
保
七
年
「
諸
殿
合
主
法
頭
書
」
に
つ
い
て

「
鉄
山
證
文
小
日
記
」
の
［
史
料

五
〇
］
に
あ
る
よ
う
に
、
田
儀
桜
井
家
は

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
「
御
主
法
」
に
な
り
、
た
た
ら
経
営
に
は
松
江
藩
の
役

人
が
入
り
込
み
、
藩
の
管
理
下
に
入
っ
た
。
そ
し
て
鉄
師
頭
取
の
上
阿
井
櫻
井
家

と
同
田
部
家
が
「
御
鑪
」
の
支
配
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
か
し
実
質
的

に
は
い
ま
ま
で
ど
お
り
田
儀
桜
井
家
が
た
た
ら
経
営
を
担
っ
た
。
同
時
に
屋
号
も

「
可
部
屋
」
か
ら
「
宮
本
屋
」
に
変
わ
っ
た
。
た
た
ら
経
営
は
そ
の
後
順
調
な
時

も
苦
難
な
時
も
あ
っ
た
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
は
も
っ
と
も
苦
難
な
時
で

あ
っ
た
。
「
年
々
見
合
帳
」
の
［
史
料

九
九
］
の
「
奉
願
口
上
之
覚
」
に
よ
る

と
、
天
保
七
年
の
銑
鉄
価
格
は
下
落
し
、
い
っ
ぽ
う
で
米
価
は
高
値
に
な
り
、
た

た
ら
経
営
を
担
っ
た
宮
本
屋
多
四
郎
は
銑
鉄
の
販
売
が
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
さ

ら
に
病
気
に
も
苦
し
め
ら
れ
、
経
営
に
い
き
づ
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
御
米
代

等
」
を
不
納
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
天
保
七
年
か
ら
五
年
間
徹
底
的
に
倹

約
し
て
借
金
の
返
済
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
具
体
的
経
営
方
針
が
「
天
保
七

申
冬
ヨ
リ

諸
殿
合
主
法
頭
書

宮
本
御
鉄
山
所
」
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
倹
約

の
徹
底
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
景
気
の
時
節
柄
他
の
た
た
ら
経
営
者
は
職
人
の
賃
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銭
を
引
き
下
げ
て
い
る
が
、
宮
本
屋
は
賃
銭
一
五
〇
文
を
維
持
し
、
そ
の
か
わ
り
、

た
ば
こ
休
み
を
中
止
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
家
持
の
手
代
へ
は
従
来
「
明
り

油
」
を
遣
わ
し
て
い
た
が
、
来
年
か
ら
は
代
銭
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

大
炭
焚
き
に
つ
い
て
も
本
家
以
外
、
家
持
手
代
、
智
光
寺
、
長
屋
、
そ
の
ほ
か
職

人
木
屋
に
至
る
ま
で
一
切
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
下
男
共
」
の
給
銭
に
つ
い

て
は
、
一
割
下
げ
と
し
て
い
る
が
、
他
家
に
於
い
て
は
一
割
半
か
ら
二
割
下
げ
で

あ
る
と
い
う
。
「
召
遣
之
者
共
」
の
食
事
に
つ
い
て
は
、
朝
夕
は
粥
、
昼
は
麦
め

し
、
一
汁
と
し
、
本
家
の
者
、
客
人
に
つ
い
て
も
壱
汁
、
一
菜
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
倹
約
に
よ
り
、
天
保
期
の
不
景
気
を
乗
り
切
り
、
弘
化

元
年
（
一
八
四
四
）
以
降
は
銑
鉄
の
価
格
も
高
騰
し
て
い
き
、
た
た
ら
経
営
も
次

第
に
順
調
に
な
っ
て
い
っ
た
。
弘
化
元
年
に
は
零
細
民
を
労
る
な
ど
し
た
こ
と
に

よ
り
、
藩
主
の
杵
築
・
日
御
碕
御
社
参
に
際
し
、
宍
道
町
外
で
「
御
目
見
え
」
を

は
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
四
年
に
は
「
生
涯
苗
字
御
免
」
に
な
っ
て
い
る
。

三

天
保
七
年
の
「
御
米
代
年
賦
願
書
」
（
「
年
々
見
合
帳
」
の
〔
史
料
九
八
〕
）

天
保
四
年
か
ら
七
年
ま
で
は
全
国
的
に
飢
饉
が
続
き
、
米
価
は
高
騰
し
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
農
村
は
疲
弊
し
て
お
り
、
当
然
農
具
の
需
要
は
減
少

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
原
料
で
あ
る
鉄
の
販
売
も
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
前
項
「
二
」
で
記
し
た
よ
う
に
、
田
儀
桜
井
家
は
「
諸
殿
合
主
法
頭

書
」
を
出
す
に
い
た
っ
た
。
田
儀
桜
井
家
は
天
保
七
年
当
時
、
越
堂
と
吉
原
に
二

か
所
の
た
た
ら
を
操
業
し
、

鍛
冶
屋
も
吉
原
と
宮
本
に
二
か
所
操
業
し
て
い
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
「
御
鑪
」
、
「
御
鍛
冶
屋
」
と
な
っ
て
お
り
、
藩
の
管
理
下
に

あ
っ
た
。
［
史
料
九
八
］
に
も
「
主
法
相
立
、
厳
敷
倹
約
を
相
守
可
申
上
候
得
共
、

何
分
米
穀
高
値
、
銑
鉄
不
景
気
、
彼
是
甚
難
渋
至
極
仕
候
」
と
あ
り
、
当
主
・
多

四
郎
は
毎
年
藩
か
ら
前
借
り
し
て
い
る
鉄
山
労
働
者
の
飯
米
代
が
上
納
で
き
ず
、

つ
い
に
「
御
米
代
年
賦
願
書
」
を
天
保
七
年
八
月
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
滞
っ
た

「
御
米
代
」
は
八
八
貫
八
〇
〇
匁
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
二
八
貫
八
〇
〇
匁

を
同
八
年
二
月
ま
で
に
上
納
し
、
残
り
六
〇
貫
目
を
八
年
間
で
年
賦
上
納
す
る
こ

と
に
し
、
一
年
間
で
七
貫
五
〇
〇
匁
の
上
納
計
画
を
藩
に
示
し
た
。
こ
の
「
願
書
」

に
は
、
過
去
五
年
間
の
生
産
平
均
が
示
さ
れ
、
当
時
の
田
儀
桜
井
家
の
た
た
ら
生

産
の
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。

田
儀
桜
井
家
の
天
保
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
五
年
間
の
平
均
た
た
ら
生
産
力
と

鍛
冶
屋
の
生
産
力
を
見
て
み
た
い
。
越
堂
御
鑪
は
銑
三
三
八
一
駄
、
吉
原
御
鑪
は

二
四
九
四
駄
、
合
計
五
八
七
五
駄
で
あ
る
。
越
堂
御
鑪
の
生
産
力
は
優
れ
て
い
た

と
み
え
、
高
い
生
産
力
を
示
し
て
い
る
。
吉
原
御
鑪
は
年
間
を
通
し
た
操
業
と
し

て
は
き
わ
め
て
平
均
的
な
生
産
力
と
い
え
る
。
田
儀
桜
井
家
は
文
政
六
年
（
一
八

二
三
）
時
点
で
は
松
江
藩
に
お
い
て
も
っ
と
も
高
い
生
産
力
を
誇
っ
て
い
る
（
６
）
。

し
か
し
そ
の
後
田
部
家
が
た
た
ら
か
所
を
五
か
所
に
増
や
し
、
圧
倒
的
な
生
産
力

に
な
る
。

さ
て
、
つ
ぎ
に
田
儀
桜
井
家
に
お
け
る
こ
の
時
期
二
か
所
の
鍛
冶
屋
生
産
力
を

み
よ
う
。
吉
原
御
鍛
冶
屋
の
五
年
間
の
平
均
小
割
生
産
高
は
約
三
九
三
駄
で
あ
り
、

宮
本
御
鍛
冶
屋
の
五
年
間
平
均
生
産
力
は
約
六
五
五
駄
、
合
計
一
〇
四
八
駄
で
あ

る
。
こ
の
小
割
生
産
に
使
わ
れ
た
原
料
銑
は
合
計
一
三
四
一
駄
と
な
っ
て
い
る
。

田
儀
桜
井
家
で
生
産
さ
れ
た
銑
五
八
七
五
駄
か
ら
小
割
鉄
生
産
に
使
わ
れ
た
銑

一
三
四
一
駄
を
差
し
引
い
た
四
五
三
四
駄
は
、
銑
の
ま
ま
販
売
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
代
銀
を
見
る
と
、
銑
は
約
一
七
〇
貫
七
五
三
匁
、
小
割
鉄
は
約
八
〇
貫
二
八
〇

匁
、
合
計
販
売
収
入
額
は
二
五
一
貫
三
三
匁
で
あ
る
。

年
間
平
均
の
支
出
を
見
る
と
、
「
御
米
代
」
八
一
貫
八
二
匁
、
拝
借
銀
代
三
六
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貫
二
五
〇
匁
、
二
つ
の
鑪
と
二
つ
の
鍛
冶
屋
の
「
元
入
銀
」
一
一
一
貫
七
七
七
匁
、

合
計
二
二
九
貫
一
〇
九
匁
と
な
っ
て
お
り
、
販
売
収
入
額
か
ら
支
出
額
を
差
し
引

い
た
年
間
平
均
利
益
は
、
約
二
一
貫
九
二
四
匁
で
あ
る
。
こ
の
実
績
か
ら
六
〇
貫

目
の
年
賦
上
納
銀
、
年
間
七
貫
五
〇
〇
匁
の
上
納
は
十
分
可
能
と
し
て
「
御
米
代

年
賦
願
書
」
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
は
か
ら
ず
も
こ
の
「
願
書
」
か
ら
天
保
期
に
お
け
る
た
た
ら
経
営
の

実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
た
ら
経
営
は
天
保
期
の
苦
難
の
時
を
経
て
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
以

降
鉄
の
需
要
が
回
復
し
、
年
々
鉄
価
格
は
上
昇
し
て
い
き
（
７
）

、
た
た
ら
経
営
の

安
定
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
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世
製
鉄
史
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史
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郎
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山
業
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と
戸
河
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（
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史
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八
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。

（
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）
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史
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八

道
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哲
男
・
相
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輔
編
『
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雲
と
石
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１
「
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道
」

（
５
）
鳥
谷
智
文
「
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儀
桜
井
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沿
革
」
（
『
田
儀
桜
井
家
』
―
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儀
櫻
井
家
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製
鉄
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す
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基
礎
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書
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成
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六
年
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岐
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委
員
会
）

（
６
）
鳥
谷
智
文
「
近
世
後
期
松
江
藩
に
お
け
る
鉄
師
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基
礎
的
考
察
」
（
『
島

根
史
学
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報
』
四
四
・
四
五
合
併
号
）

（
７
）
相
良
英
輔
「
田
儀
桜
井
家
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た
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ら
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鉄
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経
営
」
（
『
田
儀
桜
井
家
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―
田
儀
桜
井
家
の
た
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製
鉄
に
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す
る
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礎
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根
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多
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付
記
）
本
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は
、
『
田
儀
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井
家
た
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史
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と
文
書
目
録
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（
出
雲
市
）
所
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予
定
で
あ
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。


